
令和７年度 保育園・幼稚園・認定こども園の入園申請について 

 

令和７年度（令和７年４月～令和８年３月）の公立及び私立保育園、公立幼稚園、公立認定こども園、私立

認定こども園（保育園部）の入園申請（一次申請）の受付を以下のとおり開始します。入園を希望される児童の

保護者の方は入園申請書類に必要事項をご記入のうえ、受付期間内に菰野町役場 子ども家庭課までご提出

ください（※先着順ではありません）。令和７年度中に職場復帰予定の方、町外より転入予定の方、妊娠・出産

の方などを含め、令和７年度入園希望の方は申請手続きをお忘れないようお願いします。なお、定員の都合に

より、希望者が多数の場合は入園いただけない可能性があります。また、一次申請期間後の申請となった場合、

一次申請者の調整後の空き状況に応じた調整となるため、入園いただけない可能性があります。あらかじめご

了承ください。 

 

 （1）入園申請書類の配布場所 

入園申請書類は令和６年８月 16 日(金)より、菰野町役場 子ども家庭課、町内各園にてお渡しいたします。

また、菰野町ホームページの「申請書ダウンロード」⇒「子ども家庭課」からダウンロードが可能です。（コミュニ

ティセンターでは配布しておりません。） 

 

 （2）私立認定こども園（幼稚園部）の申請 

私立認定こども園（幼稚園部）の入園を希望される方は、直接園にお問い合わせください。 

 

【入園申請書の配布・受付期間】 

申請書類配布開始･･･令和６年８月 16 日（金） 

一次申請期間････令和６年９月２日（月）～９月 30 日（月） 

             （土、日、祝日を除く、８時 30 分～17 時 00 分） 

提出場所･･･菰野町役場 子ども家庭課 

※注意事項 

●申請受付時に面談（申請内容の聞き取り）を実施します。時間に余裕を持ってお越しください。 

●土、日、祝日は、一切の申請手続き（申請書類提出、面談等）を行っていません。ご了承ください。 

●不足書類等の追加提出期限…令和６年 10 月 11 日（金）。 

●児童の同伴の必要はなく、保護者の方お一人でも結構です。 

 

※入園申請の際、マイナンバー確認と本人確認のための書類の提示が必要です。 

個人番号確認・本人確認書類（保護者１名について、次の確認書類の原本を提示してください） 

個人番号 

確認書類 
【１点】個人番号カード・通知カード（記載事項に変更のないもの）・住民票（個人番号付） 

本人確認 

書 類 

【１点】個人番号カード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・精神障害者保険福祉

手帳・療育手帳・在留カード・その他公的機関の写真付証明書 

【２点】健康保険証・年金手帳・その他 

※代理人による提出の場合、以下の３点を必ずご持参ください。 

①（法定代理人の場合）戸籍謄本またはその他その資格を証明する書類 

（任意代理人の場合）委任状 

②代理人の「本人確認書類」 

③申請児童の保護者１名の「個人番号確認書類」 



１．公立幼稚園、公立認定こども園（幼稚園部）の申請 

公立幼稚園、公立認定こども園（幼稚園部）の入園を希望される方は、以下の入園対象年齢をご確認のうえ、

申請書類をご提出ください。なお、居住地の属する各小学校区域内の幼稚園または認定こども園（幼稚園部）の

入園が基本となりますが、希望者が多数の場合、公正な方法により選考を行う可能性があります。あらかじめご了

承ください。 

２．保育園、認定こども園（保育園部）の申請 

保育園、認定こども園（保育園部）は、児童の保護者が以下の「保育を必要とする事由」に該当する場合に限り

入園が可能です。申請書類に「保育を必要とする事由」を証する書面（就労証明書等）を添付のうえ、ご提出くだ

さい（※入園受付期間内に提出できるよう、お早めにご準備ください）。また、提出された就労証明書等の内容につ

いて、町から雇用主（事業主）等に連絡する場合があります。あらかじめご了承ください。 

保育を必要とする事由 認定の有効期限 

就労（１か月６４時間以上の就労を常態としていること） 最長、就学前まで 

妊娠・出産 ※ 

保護者の疾病・障がい 最長、就学前まで 

同居又は長期入院などしている親族の介護・看護 最長、就学前まで 

災害復旧 最長、就学前まで 

求職活動 最長、3 か月 

就学 最長、就学前まで 

上記に類する状態として認める場合 最長、就学前まで 

※妊娠・出産事由の認定の有効期限について 

開始日…出産予定日の４週間前の日の属する月の１日から 

終了日…出産日から起算して８週間を経過する日の翌日が属する月の月末まで 

３．募集対象年齢 

私 立 園 入 園 対 象 年 齢 

聖マリアこども園（保育園部） 入園時 11 か月～ 

聖マリアこども園（幼稚園部） 令和７年４月１日現在で満３歳以上（直接園にお申し込みください） 

森の風こども園（保育園部） 入園時６か月～ 

森の風こども園（幼稚園部） 令和７年４月１日現在で満３歳以上（直接園にお申し込みください） 

たいりん保育園 入園時６か月～ 

公 立 園 入 園 対 象 年 齢 

千種保育園 入園時３か月～ 

菰野こども園（保育園部）・菰野西こども園（保育園部）・鵜川原こども園

（保育園部）※・朝上こども園（保育園部）※ 入園時６か月～ 

竹永保育園 

菰野東こども園（保育園部）※ 

令和７年４月１日現在で満３歳以上 
菰野こども園（幼稚園部）・菰野西こども園（幼稚園部）・菰野東こども園

（幼稚園部）※・鵜川原こども園（幼稚園部）※・朝上こども園（幼稚園部）※ 

千種幼稚園・竹永幼稚園 

※①鵜川原保育園・鵜川原幼稚園、②朝上保育園・朝上幼稚園、③菰野東保育園・菰野幼稚園は、令和７年４月

より認定こども園（①鵜川原こども園、②朝上こども園、③菰野東こども園）となります。 

 

【育休延長（入園待機証明）について】 

入園待機証明書には、不承諾となった理由（例 定員都合や本人都合等）を明記させていただきます。やむを

得ない理由なく本人都合により入所を辞退された場合、勤務先・ハローワークによる確認・審査において、育児休

業・給付の延長が認められない場合があります。ご注意ください。 

 

【お問い合わせは】 子ども家庭課 ＴＥＬ３９１－１２２５ 


